
【01行革⑤-2】

外部評価に対する市の取組状況（個別事務事業の提言に対する取組） ※（進捗状況）◎：完了，○：取組中，△：取組予定

提言 根拠及び対応 平成29年度上半期 進捗 平成29年度下半期 進捗

28 守谷駅前賑わい創出事業 都市計画課
抜本的
改善

事業運営への取組姿勢を変えていただき
たい。
現在の単なるテナント集めとしてではな
く，市民サービスに結び付くような市と
しての使い道を考えてはどうか。

見直し

空き区画がないよう管理業者と連携し，リー
シングの強化に努めていきますが，空き区画
が発生した場合には，公的な市民サービスを
提供する場としての利用も検討していきま
す。
周辺への店舗等の立地状況を見ると，賑わい
創出事業としてはある程度の役割は果たせた
と考えているので，事業名を「アワーズもり
や管理事業」と変更します。

平成29年度から「アワーズもりや管理事
業」に名称変更済。
年度当初，1階及び3階の計2区画が空区画が
あったことから，リーシング強化を図り，1
階にスポーツジムが決定（10/2オープ
ン）。
3階の空1区画については，就業支援会社や
専門学校等の引き合いもあったが現在も
リーシングを継続中。
なお，行政利用については，引き続き庁内
で利用検討を実施しています。

○

唯一の空き区画である，3階については，就
業支援会社や専門学校等について内覧等を
行ったが，契約に至りませんでした。
公的な市民サービスを提供する場について
も，庁内で検討しましたが具体的なサービ
ス提供がないことから，民間業者のリーシ
ングの強化を図ることとしました。

○

提言 根拠及び対応 平成30年度上半期 進捗 平成30年度下半期 進捗

28 守谷駅前賑わい創出事業 都市計画課
抜本的
改善

事業運営への取組姿勢を変えていただき
たい。
現在の単なるテナント集めとしてではな
く，市民サービスに結び付くような市と
しての使い道を考えてはどうか。

見直し

空き区画がないよう管理業者と連携し，リー
シングの強化に努めていきますが，空き区画
が発生した場合には，公的な市民サービスを
提供する場としての利用も検討していきま
す。
周辺への店舗等の立地状況を見ると，賑わい
創出事業としてはある程度の役割は果たせた
と考えているので，事業名を「アワーズもり
や管理事業」と変更します。

引続き，空き区画の入居をめざし，リーシ
ングを進めております。
その中でファミリーサポートセンターの一
時預かりの「ぴよぴよ」（託児型援助）が
入居を検討したが，内装費用が多大なため
断念をし，入居に至りませんでした。
現在，民間会社が入居を検討しております
が，賃料の面で条件に隔たりがあり，現在
調整中であります。

○

引続き，空き区画の入居をめざし，リーシ
ングを進めております。
現在，民間会社が入居を検討しており，現
在調整中であります。
施設駐輪場について，機械式駐輪ラック
〔３箇所（自転車８７台，バイク３台）〕
を２月に設置し不正駐輪を防止するととも
に，施設利用者が利用しやすい改善を行い
ました。

○

提言 根拠及び対応 令和元年度上半期 進捗

28 守谷駅前賑わい創出事業 都市計画課
抜本的
改善

事業運営への取組姿勢を変えていただき
たい。
現在の単なるテナント集めとしてではな
く，市民サービスに結び付くような市と
しての使い道を考えてはどうか。

見直し

空き区画がないよう管理業者と連携し，リー
シングの強化に努めていきますが，空き区画
が発生した場合には，公的な市民サービスを
提供する場としての利用も検討していきま
す。
周辺への店舗等の立地状況を見ると，賑わい
創出事業としてはある程度の役割は果たせた
と考えているので，事業名を「アワーズもり
や管理事業」と変更します。

引続きリーシングを進めその結果，3-5区画
に茨城県と株式会社日立製作所の出資に
よって設立された社会福祉法人自立支援会
が入居しました。こちらは主に精神障が
い・発達障がいを持つ方を対象に一般就労
の為の支援を行う就労支援事業所です。3-3
区画には株式会社ママダが一般事務所とし
て入居し，商業棟は17区画満床となりまし
た。

◎

取組状況 取組状況
具体的内容

評価
年度

事業名 担当課
外部評価

判断

市の方針

取組状況 取組状況

取組状況

市の方針

判断 具体的内容

判断 具体的内容

市の方針
評価
年度

事業名 担当課
外部評価

評価
年度

事業名 担当課
外部評価

1 / 4 H28評価



【01行革⑤-2】

外部評価に対する市の取組状況（個別事務事業の提言に対する取組） ※（進捗状況）◎：完了，○：取組中，△：取組予定

提言 根拠及び対応 平成30年度上半期 進捗 平成30年度下半期 進捗

防災計画は事前の備え，災害発生時の
対応，発災後の対処等多岐にわたる。ま
た，それぞれの局面において，他の組織
や市民との連携・連絡が必須となる。こ
うした事柄に関する市としての総合的な
行動マニュアルの作成を至急行うよう希
望する。こうしたマニュアルは，（１）
市民用，（２）市職員，関係諸機関，住
民組織用等に分けて準備すべきである。

―

　守谷市地域防災計画（地震災害対策編）の
全面改訂に合わせて，市職員が用いる「守谷
市災害時初動対応マニュアル」，市災害対策
本部の各部各班が用いる「守谷市災害時行動
マニュアル」を改定しました。
　「初動対応マニュアル」は，発災後概ね3
日間の初動期において職員が組織的に活動す
るための手引きとして，初動対応体制，災害
発生時の行動，災害時通信，被害報告につい
て策定しています。
　「災害時行動マニュアル」は，発災直後の
職員配備から，被害軽減対策，避難対策，被
災者生活支援，応急・復旧・事後処理，災害
復旧・復興計画等に関する59業務を掲載して
おり，各業務について，発災後からの時間・
日数経過に応じて各部各班が実施すべき事項
を時系列的に記載しています。
　今後は，市民や住民組織向けの日頃の備え
等を掲載した手引きや避難所運営マニュア
ル，市が被災した場合の外部支援受入マニュ
アル・物資受入マニュアル等の策定に取り組
んでいきます。

　守谷市地域防災計画（地震災害対策編）
の全面改訂に合わせて，市職員が用いる
「守谷市災害時初動対応マニュアル」，市
災害対策本部の各部各班が用いる「守谷市
災害時行動マニュアル」を改定しており，
内容は左記に記載しているところです。
　今年度は，「守谷市災害時初動対処マ
ニュアル」及び「守谷市災害時行動マニュ
アル」について，市の組織の変更等や「守
谷市地域防災計画（風水害編）」の全面改
訂に伴い，必要項目と災害タイムラインを
追加しております。
　今後は，各避難所に適合した避難所マ
ニュアル等の作成支援等に取組み，より実
効的なものを追及してまいります。

〇

　「守谷市地域防災計画（風水害対策
編）」及び「守谷市地域防災計画（事故災
害対策編）」の全面改定に併せて，市職員
が用いる「守谷市災害時初動対応マニュア
ル」，市災害対策本部の各部各班が用いる
「守谷市災害時行動マニュアル」の追加・
修正を行いました。
　「守谷市災害時初動対処マニュアル」及
び「守谷市災害時行動マニュアル」の修正
事項は，市の組織の変更等であり，追加事
項は，「守谷市地域防災計画（風水害
編）」の全面改定に伴う必要項目と災害タ
イムラインになります。
　今後は，各避難所に適合した避難所マ
ニュアル等の作成及び支援等を行います。

○

市の方
針

提言 根拠及び対応 令和元年度上半期 進捗

29
防災対策の
推進

交通防災課
抜本的
改善

防災計画は事前の備え，災害発生時の
対応，発災後の対処等多岐にわたる。ま
た，それぞれの局面において，他の組織
や市民との連携・連絡が必須となる。こ
うした事柄に関する市としての総合的な
行動マニュアルの作成を至急行うよう希
望する。こうしたマニュアルは，（１）
市民用，（２）市職員，関係諸機関，住
民組織用等に分けて準備すべきである。

―

　守谷市地域防災計画（地震災害対策編）の
全面改訂に合わせて，市職員が用いる「守谷
市災害時初動対応マニュアル」，市災害対策
本部の各部各班が用いる「守谷市災害時行動
マニュアル」を改定しました。
　「初動対応マニュアル」は，発災後概ね3
日間の初動期において職員が組織的に活動す
るための手引きとして，初動対応体制，災害
発生時の行動，災害時通信，被害報告につい
て策定しています。
　「災害時行動マニュアル」は，発災直後の
職員配備から，被害軽減対策，避難対策，被
災者生活支援，応急・復旧・事後処理，災害
復旧・復興計画等に関する59業務を掲載して
おり，各業務について，発災後からの時間・
日数経過に応じて各部各班が実施すべき事項
を時系列的に記載しています。
　今後は，市民や住民組織向けの日頃の備え
等を掲載した手引きや避難所運営マニュア
ル，市が被災した場合の外部支援受入マニュ
アル・物資受入マニュアル等の策定に取り組
んでいきます。

　水防法及び国の避難勧告基準等ガイドラ
イン等の変更に伴い「守谷市地域防災計画
（地震災害対策編）」，「守谷市地域防災
計画（風水害対策編）」及び「守谷市地域
防災計画（資料編）」を一部改定作業と，
市職員が用いる「守谷市災害時初動対応マ
ニュアル」の修正を行っております。
　「守谷市災害時初動対処マニュアル」の
修正事項は，災害対策本部等の配置変更等
になります。
　今後は，各避難所に適合した避難所マ
ニュアル等の作成支援等を行います。
　また，市民に対し風水害発生時，逃げ遅
れゼロを目指し，いつどの様に個人として
行動するか学んでもらうマイタイムライン
作成講座及び災害時の避難所での行動シュ
ミレート訓練であるHUG（避難所運営ゲー
ム）の開催準備を行いました。

〇

取組状況
具体的内容

取組状況評価
年度

事業名 担当課
外部評価

判断

市の方針

具体的内容
取組状況

29
防災対策の

推進
交通防災課

抜本的
改善

評価
年度

事業名 担当課
外部評価

判断

2 / 4 H29評価



【01行革⑤-2】

外部評価に対する市の取組状況（個別事務事業の提言に対する取組） ※（進捗状況）◎：完了，○：取組中，△：取組予定

提言 根拠及び対応 令和元年度上半期 進捗 令和元年度下半期 進捗

30 公民館運営管理事業 生涯学習課
抜本的
改善

・ 施策名にある「生涯学習の推進」が，マネ
ジメントシートからは一切読み取れない。公民
館の利用の質と量を高めることが重要な目的と
なるべきであるため，それらの向上を目指して
取組を進め，成果指標を適切なものに置き換え
るべきである。
・ 指定管理者導入により接遇や業務処理など
市民サービスの向上が見られるため，概ね指定
管理者の導入は成功したと思うが，市が指定管
理者を適切に評価し，指導監督を行っているか
は疑問であり抜本的な改善を求める。

見直し

①　マネジメントシートの見直し（成果
指標の見直し）
②　「指定管理者総合評価シート」を用
いたモニタリングによりお互いの評価結
果を共有し，相互協力して必要な改善を
図ります。

① 事務事業マネジメント上の成果指標
を，4館の延べ利用者数（変更なし）に加え
て，『公民館講座に満足している参加者の
割合』（H29は，施設の修繕件数）としまし
た。

市民との協働，地域との連携により各公
民館の特色を生かした公民館まつり及び講
座の企画・運営等を推進していることか
ら，参加者の満足度は高い結果となってい
ます。
② 指定管理者のモニタリングを平成28年
度評価から導入しており，指定管理者の自
己評価と年度途中の履行確認，事業報告書
等の結果に基づき年度終了後に評価を行い
ました。さらに平成30年度分は，双方で意
見交換を行った後，総合評価を確定しま
す。

また，月次報告書提出に合わせて，指定
管理者と生涯学習課（管理職・施設管理職
員）のミーティングにより，運営面の課題
や問題点，施設設備の不具合等を共有し，
改善に向けて相互協力を図っています。

◎

30 図書館運営管理事業 生涯学習課
抜本的
改善

・ 市民サービス向上の視点では，指定管理移
行後，開館時間が延長され，開館日数が年間60
日増加した。その効果と思われるが，移行初年
度で入館者数は38％増加し，貸出利用数は12％
増加した。また，提供されるサービスの種類も
増えた。利用者満足度も約90％と非常に高い。
・ 指定管理から市直営へ変更する意思決定過
程の合理性，透明性の視点では，来年度から直
営に変更する合理的な理由が必要である。合理
性の部分は，過去との比較や他の委託先との比
較が重要だと思うがこの比較が成されていな
い。検討過程の透明性では，一部の会議録が非
公開であるなど，この点も十分であるとは思え
ない。猛省すべきである。そして，合理的な説
明を，透明性をもって公開すべきである。
・ 市の評価システムの基本はマネジメント
シートの記載である。しかし，本件のマネジメ
ントシートを見ると，直営に変更という重大な
結論に至るまでの事実関係と検討過程が読み取
れない。これでは，マネジメントシートを作成
し，これを最重要書類として内部及び外部評価
を行い，予算にも反映させるという評価システ
ムの基本的な機能が損なわれる。近年，市の努
力により，評価システム自体は大変改善されて
いる。その中でこのようなシートが存在するの
は大変残念である。
・ 直営化移行の市の判断自体は尊重する。是
非，市民から指定管理から市直営に変更して良
かったと言われる成果を上げてほしい。なお，
直営による成果の開示に際しては，合理性のあ
る資料や根拠をもって速やかに広く公開し，市
民が公正・公平な評価をできるシステムを構築
してもらいたい。

見直し
①　マネジメントシートの見直し
②　図書館広報（図書館概要，ホーム
ページ，ＳＮＳなど）の再構築

① 事務事業マネジメントシートは入力制
限があり，すべての指標及び評価を網羅す
ることは難しい状況があります。しかしな
がら，指定管理者のモニタリングを平成28
年度評価から導入するとともに，図書館独
自の「指定管理者総合評価追加項目シー
ト」を作成し，運営評価の判断となる様々
な指標を見える化してきました。直営によ
る令和元年度実績においても，マネジメン
トシート及び教育委員会点検評価並びに，
「指定管理者総合評価追加項目シート」を
ベースにした図書館独自の自己評価を実施
し，広く市民に公表します。
② 図書館広報については，広報もりや，
図書館ホームページを中心に，メールもり
や，もりんふぉ，フェイスブック，ツイッ
ターなどを活用して広く市民が図書館につ
いての情報を得られるように努めていま
す。図書館ホームページに「発行物・報
告」のページを設定し，守谷市立図書館事
業計画，図書館概要，指定管理者モニタリ
ング結果など図書館運営の基本となる情報
を公開しています。また，図書館協議会の
ページには，会議録及び会議時の資料を掲
載し，協議会の審議内容を公表していま
す。更に，市民参加型のイベント等につい
ては，館内設置のデジタルサイネージ（電
子掲示板）や図書館だよりなどの紙媒体等
でも募集を行うなど，様々な手段による周
知に努めています。

◎

評価
年度

事業名 担当課
外部評価

市の方針

判断 具体的内容
取組状況 取組状況

3 / 4 H30評価



【01行革⑤-2】

外部評価に対する市の取組状況（個別事務事業の提言に対する取組） ※（進捗状況）◎：完了，○：取組中，△：取組予定

提言 根拠及び対応 令和元年度上半期 進捗 令和元年度下半期 進捗

評価
年度

事業名 担当課
外部評価

市の方針

判断 具体的内容
取組状況 取組状況

30
常総広域市町村圏事
務組合負担金（ごみ
処理）

生活環境課
抜本的
改善

・ 実務担当課と企画財政担当課の連携が不足
しているため，相互に連携を図り，市における
ガバナンスを強化してほしい。
・ 組合としての情報開示が不十分であるた
め，予算決算等の情報開示を求めるべきであ
る。
・ 市におけるごみの排出量が減少しているに
もかかわらず，1人当たりの負担金が増大して
おりこれは大きな問題である。コスト削減に努
めてほしい。
・ なお本評価は，担当課（生活環境課）の資
料提供と説明のみに基づいて行った。予算編成
担当課等他の関連部門からの説明はお聞きして
いない。他部課にて，常総広域市町村組合環境
センターに対するガバナンスを発揮しているか
もしれない。その場合，本評価は一面的となり
再評価の必要性がある。よって，他にガバナン
スを発揮している部課があれば，その内容をお
聞かせ願いたい。

その他
（組織
内連携
の強化

① 市におけるガバナンスの強化について
　 次年度予算における構成市の負担金に
ついては，例年11月頃の企画・財政担当
課長会議で示されますが，既に算出され
た金額を配分する段階で示されるため，
ガバナンスは機能していない状況です。
これまで，最終的に実務担当課に負担金
の額が示されるのが12月の管理者会議終
了後となっていましたので，事務組合に
は，実務担当課がもっと早い段階で事業
実績や予算に反映される基礎数値等の説
明を受ける機会を設けるよう要望し，企
画・財政担当課及び実務担当課が情報の
共有，相互の連携を図り，ガバナンスの
強化に努めます。
② 予算決算等の情報開示について
　 常総地方広域市町村圏事務組合に対
し，ホームページ等を活用した情報発信
について検討するよう要望してまいりま
す。
③ コストの削減について
常総環境センターの維持管理について
は，民間事業者に包括委託しております
が，委託契約方法については，常総地方
広域市町村圏事務組合において決定して
おり，契約の締結についても，構成4市か
ら選出されている組合議会により議決さ
れております。
コスト削減については，これまでも財
政，企画課長会議等を通じ行ってまいり
ましたが，引き続き詳細な予算説明を求
めていくとともに，コストの削減を求め
てまいります。

①　市におけるガバナンスの強化について
常総地方広域市町村圏事務組合に対し

ては，早期に次年度の計画及び負担金の額
について説明するよう要望しており，企
画・財政担当課及び実務担当課において
も，情報の共有，相互の連携を図り，ガバ
ナンスの強化に努めております。
②　予算決算等の情報開示について

常総地方広域市町村圏事務組合に対し
て，情報発信について検討するよう要望し
ております。
③　コストの削減について

コストの削減については，常総地方広
域市町村圏事務組合に対して，これまでも
財政，企画課長会議等を通じ要求してお
り，引き続き詳細な予算説明を求めていく
とともに，コストの削減を求めてまいりま
す。

○
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・ 多くの寄付金が集まり，市としての純収支
も良いようである。営業活動に不慣れなはずの
市の職員にしては，まずまずの成果だと思う。
・ 守谷市の取組の分かりやすさや透明性，公
開性が十分かについては疑問が残る。金額も大
きくなってきているので，これらにもっと力を
入れてほしい。業者間の公平性やコスト削減の
努力が必要であるが，現状では分かりにくい。
業者間の公平性を保ち，無駄なコストを省くこ
とと，分かりやすさ，透明性，公開性を保つこ
ととは車の両輪である。本格的に取組を始めて
間もない状態ではあるが，適宜改善を図ってほ
しい。

見直し

① ふるさと納税に係る基金を一元化する
ために，ふるさとづくり寄附条例を見直
し，新しい基金を創設します。また，寄
附金を一旦基金に積むことなく，直接，
返礼品代を含む事務費に充当することが
できるよう，運用方法を見直します。
② 寄附金の充当事業を分かりやすく公開
する仕組みを作ります。
③ 事業者の募集に係る要綱を策定し，募
集基準や時期を明確にします。
④ 寄附金額に対する返礼割合を見直し，
コストを削減します。

① ふるさとづくり寄附条例を改正し，平成
31年4月から寄附金に係る基金の一元化（ふ
るさとづくり基金の創設）や運用方法の見
直し（寄附金を返礼品代や事務費に直接充
当）を図りました。
② 平成31年度予算説明書から寄附金活用
（予定）事業の掲載を始めました。また，
令和元年6月には市HPにも寄附金の活用状況
を掲載しました。寄附者にPRできる内容と
なるように，引き続き公表の仕方等を工夫
していきます。
※現在は，ふるさとづくり寄附条例施行規
則を改正し，寄附金の運用状況等の公表を
実態に即した6月末期限としています。
③ 事業者の募集に係る要綱は，6月からの
国の法改正を踏まえる必要があったため，
当初予定していたスケジュールからは遅れ
が出ていますが，現在，10月下旬から11月
上旬の施行に向けて最終調整を行っていま
す。完了次第，速やかに周知し，募集基準
や時期を明確にします。
④ 平成30年11月から返礼割合をこれまでの
40％程度から国が示す基準である30％以下
に見直しました。これによりコストが削減
されました。

○
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